


行政棟・議会棟・警察棟建設工事（約33ヶ月）

駐車場棟建設工事（約21ヶ月）

内装工事
（約13ヶ月）



















第２６回住宅市街地整備推進協議会全国会議

現地視察

住宅市街地総合整備事業（南大浦地区）

共同建替促進事業

長崎市まちづくり部まちづくり推進室

平成２８年５月



北大浦地区 Ａ＝22.4ha

南大浦地区 Ａ＝25.0ha
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十善寺地区 Ａ＝22.7ha
水の浦地区 Ａ＝16.5ha

稲佐・朝日地区 Ａ＝32.0ha

岩瀬道・立神地区 Ａ＝19.0ha

立山地区 Ａ＝21.5ha

江平地区 Ａ＝18.0ha

住宅市街地総合整備事業（８地区） 南大浦地区共同建替促進事業エリア



２つの老朽化した市場等

老朽化市場２棟ほか

除却後

⇒共同建替えエリア



除却後

建替困難な戸建住宅

未接道・密集住宅

⇒福祉・医療施設予定エリア



周辺の道路環境

幹線道路

有効幅員４ｍ未満

有効幅員４ｍ未満

６ｍ道路整備中



権利者等組織

○権利者協力会（平成２１年度設立）

土地・建物所有者総数26名ほか

○共同住宅権利者協力会（平成２３年度設立）

土地・建物所有者総数26名

○建替促進事業組合（平成２６年度設立）

土地・建物所有者総数４名

事業着手



共同建替計画推移

戸建ゾーン

共同建替ゾーン

イメージ図
◇共同建替ゾーン
→一部修正

◇戸建ゾーン
→福祉・医療施設



１．事業主体：南大浦地区共同建替事業組合

２．事業場所：長崎市相生町2番地ほか

３．目 的：エリア内の老朽市場２棟と老朽家屋15棟の建替え促進
と周辺道路の拡幅により、居住環境の改善と防災・安
全性の向上を図る。

４．事 業 費： 総事業費 1,298百万円
（設計費、建築費、調査費、測量費 等）

うち補助の合計482百万円

・平成26年度 共同住宅基本設計、共同住宅実施設計、解体工事等

・平成27年度 建築工事費・工事監理費 等

・平成28年度 建築工事費・工事監理費 等

※建築工事費（全体）：684百万円
うち国・市補助：61百万円（約9％）

※補助対象施設・・・通路、供給処理施設
共用通行部分等の一部又は全部

共同建替促進事業の概要



場所 長崎市相生町
商業地域（建蔽率80／容積率400）
準防火地域、防災再開発促進地区

敷地 656.70㎡
構造 鉄筋コンクリート造12階
建築 347.56㎡
延床 3,375.04㎡
戸数 33戸

完成イメージ図
（平成２８年12月完成予定）

建築概要

共同住宅概要



共同住宅広報ＰＲ



第２６回住宅市街地整備推進協議会全国会議

住宅市街地総合整備事業（効果促進事業）

老朽危険空き家対策事業

長崎市まちづくり部まちづくり推進室

平成２８年５月



平成２５年住宅・土地統計調査（総務省統計局）

長崎市 全国

住宅総数 230,500戸 60,628,600戸

空き家数 33,870戸 8,195,600戸

空き家率 14.7％ 13.6％



長崎のまちなみ

・長崎港を囲むすり鉢状の地形

・既成市街地の約７割が斜面地

長崎港

・相続者が県外へ流出

・車社会となり便利な場所への移転

・建築基準法における接道条件に

不適合の空き家が増加

空き家を放置

老朽危険空き家の増加

利用意向がない、建替えが困難



市民の安全安心を確保するため、長年にわ

たって使用されず、適正に管理されていない老
朽危険空き家のうち、所有者からその建物及び
土地を本市に寄附されたものを除去し、跡地を
公共空間として利用することで、住環境整備等
の推進に資することを目的とする。

【長崎市老朽危険空き家対策事業】

○対象区域

既成市街地 330町丁目 A＝約3,900ha

○事業目的



対象となる土地・建物の条件

区分 条件

土地

① 長崎市に寄附等ができること。
② 土地に物件又は賃借権が設定されていないこと。

③ 急傾斜地、土砂流出危険区域等で維持管理に支障をきたすおそれが
ないこと。

④ 寄附等後に災害防止等の措置が必要でないこと。

⑤ 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。ただし市長が特
に必要があると認めるときは、この限りでない。

⑥ 土地の所有者が市税を完納している。

建物

① 木造建築物又は軽量鉄骨造建築物であること。
② 長崎市に寄附ができること。

③ 借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸
している土地を、長崎市へ寄附することができること。

④ 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。
⑤ 建物の所有者が市税を完納していること。



除却実績

年度 相談・申込件数 不採択 除却件数

18 32 26 6

19 77 70 7

20 50 42 8

21 49 42 7

22 66 63 3

23 29 25 4

24 48 44 4

25 53 51 2

26 28 25 3

合計 432 388 44

【主な不採択理由】
①非老朽化、②立地条件、
③寄附に対する承諾が得られない、
④対象区域外等



除却の決定
相談受付（所有者または相続人、近隣住民等）

・現地調査
・権利関係等調査
⇒周囲への危険度・老朽度等の判定
⇒所有者の寄附に対する同意 など

地元自治会との跡地利用についての協議
・活用方法の協議
・地元管理の意向確認

関係課長会議
・当該年度実施事業の優先順位の決定

解体・跡地整備



除却後

除却前後比較写真①
除却前

通学路の拡幅、ポケットパーク

駐輪場



除却後

除却前後比較写真②

ポケットパーク

除却前










